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新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

　
　
　
　
　
　
　
続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
一
）

手

塚

豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
明
治
三
年
十
二
月
二
十
七
日
、
明
治
政
府
は
、
全
国
に
施
行
を
予
定
し
た
は

じ
め
て
の
刑
法
典
で
あ
る
新
律
綱
領
を
頒
布
し
た
。
当
時
の
交
通
事
情
か
ら
、

す
べ
て
の
府
、
県
、
藩
に
ゆ
き
わ
た
る
に
は
、
相
当
の
日
時
を
必
要
と
し
た
こ

と
、
あ
る
い
は
政
府
自
体
の
統
治
力
の
微
弱
な
ど
の
理
由
で
、
新
律
綱
領
は
、

即
時
に
は
全
国
的
に
実
施
さ
れ
な
か
つ
た
が
、
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
の

頃
に
は
、
大
体
、
全
国
の
府
、
県
に
お
い
て
、
そ
の
施
行
を
み
る
こ
と
に
な
つ

（
2
）

た
。　
こ
の
新
律
綱
領
は
、
そ
の
上
諭
に
「
朕
刑
部
二
勅
シ
テ
律
書
ヲ
改
撰
セ
シ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

乃
チ
綱
領
六
巻
ヲ
奏
進
ス
朕
在
廷
諸
臣
ト
議
シ
以
テ
頒
布
ヲ
允
ス
内
外
有
司
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

之
ヲ
遵
守
セ
ヨ
」
と
あ
る
ご
と
く
、
刑
罰
法
規
官
庁
訓
示
主
義
を
採
り
、
世
間

一
般
に
公
布
す
る
と
い
う
形
式
は
履
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
、
頒
布
後
、
諸
外

国
の
外
交
使
節
に
は
、
そ
れ
が
進
呈
さ
れ
た
。
諸
外
国
の
刑
法
典
と
交
換
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
つ
た
。
ま
ず
、
そ
れ
に
関
す
る
外
務
省
伺
と
太
政
官
指
令
は

　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

　
　
　
　
　
（
5
）

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
外
務
省
伺
　
明
治
四
年
三
月
二
十
七
日

　
今
般
新
律
綱
領
一
部
宛
各
国
公
使
心
得
之
為
別
紙
書
翰
相
添
差
遣
度
候
二
付

　
此
段
相
伺
候
也

　
　
指
令
　
明
治
四
年
月
日
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
伺
之
通
被
仰
付
候
条
朱
書
之
通
相
改
可
申
候
事

　
こ
の
指
令
に
も
と
づ
き
、
外
務
卿
沢
宣
嘉
か
ら
、
三
月
二
十
七
日
附
を
以
て

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

「
大
貌
利
顛
国
」
公
使
へ
、
ま
た
四
月
七
日
附
を
以
て
　
「
米
利
堅
合
衆
国
、
伊

太
利
国
、
白
耳
義
国
、
仏
蘭
西
国
、
荷
蘭
国
、
独
逸
北
部
聯
邦
、
西
班
牙
国
、

　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

襖
地
利
国
」
各
公
使
へ
、
次
の
よ
う
な
書
簡
と
共
に
新
律
綱
領
が
送
ら
れ
た
。

　
以
手
紙
致
啓
上
候
然
者
今
般
我
国
刑
律
書
類
取
調
へ
新
律
綱
領
ト
題
シ
改
テ

　
頒
布
致
シ
候
右
ハ
唯
其
要
領
ヲ
掲
ケ
候
迄
二
候
得
共
御
心
得
ノ
タ
メ
一
部
差

　
進
候
尤
追
々
編
輯
大
成
ノ
上
ハ
尚
可
差
進
候
就
テ
ハ
貴
国
政
府
ニ
テ
方
今
御

　
施
行
被
成
候
刑
律
ノ
綱
領
ヲ
編
輯
セ
ル
書
類
可
有
之
乍
御
面
倒
此
等
ノ
諸
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
五
六
三
）



　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

　
名
貴
国
語
ヲ
以
テ
御
垂
示
被
下
度
御
頼
申
入
候
右
可
得
御
意
如
斯
御
坐
候
以

　
上
　
こ
れ
と
相
前
後
し
て
、
国
内
で
も
、
そ
の
印
行
販
売
が
次
の
よ
う
に
許
さ
れ

（
m
）

た
。　
　
　
刑
部
省
上
申
　
明
治
四
年
三
月
日
欠

　
新
律
綱
領
之
儀
旧
臆
府
藩
県
庁
エ
御
頒
布
相
成
候
処
右
刑
律
之
儀
ハ
普
ク
天

　
下
二
御
触
示
相
成
候
方
条
理
ト
奉
存
候
間
書
騨
へ
相
任
セ
広
ク
売
本
二
相
成

　
候
方
可
然
奉
存
候
間
此
段
申
上
候
也

　
　
指
令
　
明
治
四
年
月
日
欠

　
伺
之
通

　
民
間
の
書
騨
が
、
こ
う
し
た
要
請
に
答
え
て
、
直
に
新
律
綱
領
の
版
本
を
作

成
販
売
し
は
じ
め
た
か
ど
う
か
は
確
証
を
欠
く
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置

が
採
ら
れ
た
の
で
、
最
早
、
新
律
綱
領
は
、
徳
川
時
代
の
御
定
書
の
よ
う
な
官

庁
部
内
の
秘
密
事
項
で
は
な
く
な
り
、
結
局
、
公
布
し
た
の
と
同
じ
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
初
、
新
律
綱
領
が
各
府
藩
県
に
頒
布
さ
れ
た
際
に
は
、
原
則
と
し
て
一
部

　
　
　
（
n
）

ず
っ
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
必
要
と
す
る
場
合
は
、
と
く
に
太
政
官
の
許
可
を

え
て
配
布
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
司
法
省
伺
に
よ
つ
て
判
明
す

（
1
2
）

る
。
　
先
般
御
頒
布
相
成
候
新
律
綱
領
各
府
県
二
於
テ
余
分
二
申
受
度
向
ハ
御
官
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
願
出
候
半
テ
ハ
不
相
渡
旨
此
迄
定
置
候
処
追
々
願
出
候
向
モ
有
之
候
附
テ
ハ

　
最
初
一
部
ッ
・
一
般
へ
御
渡
相
成
候
上
ハ
自
今
定
価
相
立
置
当
省
へ
直
二
願

　
出
候
ハ
・
払
下
候
様
相
定
申
度
此
段
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
五
六
四
）

　
　
　
辛
未
八
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
省

　
　
　
　
太
政
官
　
史
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御
中

　
御
附
紙

　
　
本
書
新
律
綱
領
増
渡
ノ
儀
代
価
取
立
二
不
及
府
県
ヨ
リ
願
出
候
節
ハ
相
当

　
　
ノ
部
数
可
相
渡
事

　
こ
の
附
紙
の
回
答
に
よ
つ
て
、
明
治
四
年
八
月
以
降
は
、
新
律
綱
領
の
版
本

が
、
各
府
県
の
請
求
に
応
じ
て
、
無
料
で
配
布
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
翌
五
年
十
月
に
な
る
と
、
官
版
「
新
律
綱
領
」
の
一
般
世
間
へ
の
販

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

売
が
、
次
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
。

　
当
三
月
中
海
陸
軍
律
書
於
書
騨
売
弘
ノ
儀
陸
軍
省
ヨ
リ
伺
出
候
節
新
律
綱
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
モ
同
様
売
弘
為
致
候
テ
可
然
旨
御
問
合
ノ
節
更
正
中
二
付
従
是
可
申
進
旨
及

　
御
回
答
置
候
処
最
早
売
弘
申
度
此
段
申
進
候
也

　
　
　
壬
申
十
月
十
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
司
法
大
少
丞

　
　
　
　
　
　
史
官

　
　
　
　
　
　
　
　
御
中

　
先
き
に
述
べ
た
民
間
で
の
印
刷
販
売
が
、
実
際
上
行
わ
れ
な
い
の
で
、
官
版

の
発
売
に
ふ
み
き
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
、
何
時
か
ら
発
売
さ
れ
た
か

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
明
治
六
年
一
月
以
前
に
は
、
行
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
模

　
　
（
1
6
）

様
で
あ
る
。

明
治
六
年
育
＋
一
、
百
、
改
定
律
例
（
籠
轄
）
強
布
嚢
、
同
年
七
月

十
日
か
ら
、
新
律
綱
領
と
併
行
し
て
施
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
改
定
律
例
も
、

そ
の
上
諭
に
「
朕
襲
二
司
法
二
勅
シ
国
家
ノ
成
憲
二
原
キ
各
国
ノ
定
律
ヲ
酌
、
、
・



改
定
律
例
ヲ
修
選
セ
シ
ム
今
ヤ
編
纂
成
ヲ
告
ク
朕
乃
チ
内
閣
諸
臣
ト
弁
論
裁
定

シ
之
ヲ
頒
行
セ
シ
ム
爾
臣
僚
其
レ
之
ヲ
遵
守
セ
ヨ
」
と
あ
り
、
や
は
り
刑
罰
法

規
官
庁
訓
示
主
義
に
よ
つ
て
い
る
。
し
か
し
．
施
行
後
ま
も
な
く
．
民
間
で
そ

の
内
容
を
印
刷
し
た
書
物
が
発
売
さ
れ
は
じ
め
た
。
新
律
綱
領
の
場
合
と
は
異

な
り
、
そ
う
し
た
刑
法
典
の
内
容
公
開
に
関
す
る
特
別
の
許
可
措
置
は
採
ら
れ

て
い
な
い
。
最
早
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し

た
が
つ
て
、
こ
れ
ま
た
、
新
律
綱
領
の
場
合
と
同
様
に
、
世
間
一
般
に
公
布
し

た
の
と
、
同
じ
結
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
新
律
綱
領
と
改
定
律
例
は
、
明
治
十
五
年
一
月
一
日
．
い
わ
ゆ

る
旧
刑
法
の
施
行
さ
れ
る
ま
で
．
わ
が
国
の
刑
事
裁
判
の
準
拠
と
さ
れ
た
現
行

刑
法
典
で
あ
つ
た
。
そ
の
施
行
期
間
を
み
れ
ば
、
新
律
綱
領
が
約
十
一
力
年
間
、

改
定
律
例
が
約
八
年
六
ヵ
月
間
に
及
ん
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
両
法
典
の
施
行
期
間
は
、
か
な
り
の
長
期
間
に
わ
た
つ
た
の

で
、
そ
の
間
に
出
版
さ
れ
た
註
釈
書
は
す
く
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
の

刑
法
学
が
ま
だ
十
分
に
移
入
、
消
化
さ
れ
て
い
な
い
当
時
の
こ
と
と
て
．
近
代

的
な
学
問
体
系
に
ま
で
整
備
さ
れ
た
著
書
は
出
現
せ
ず
、
い
ず
れ
も
字
句
の
註

釈
書
の
域
を
い
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
程
度
の
も
の
で
も
、
一
般
的
な
需
要

に
は
、
一
応
答
え
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
裁
判
官
に
対
し
て
も
相
当
な
便

宜
を
あ
た
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
註
釈
書
を
収
録
し
た
書
目
は
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ

た
も
の
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
、
私
が
現
在
ま
で
に
寓
目
し
え
た
註
釈

書
の
類
を
あ
つ
め
、
簡
単
な
紹
介
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
新
律
綱

領
．
改
定
律
例
の
将
来
の
研
究
に
、
な
に
ほ
ど
か
の
便
を
あ
た
え
る
と
す
れ
ば
、

　
　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

私
と
し
て
は
望
外
の
倖
せ
で
あ
る
。
な
お
、
新
律
綱
領
、

け
の
版
本
も
、
併
せ
掲
げ
た
こ
と
を
附
記
す
る
。

改
定
律
例
の
条
文
だ

（
1
）
　
新
律
綱
領
頒
布
日
に
つ
い
て
は
、
十
二
月
二
十
日
、
同
月
二
十
六
日
、
同

　
月
二
十
七
日
の
三
説
が
あ
る
（
拙
稿
「
新
律
綱
領
の
施
行
に
関
す
る
一
考
察
」
．

　
「
明
治
初
期
刑
法
史
の
研
究
」
五
六
頁
）
．
一
応
、
こ
こ
で
は
二
十
七
日
説
に
従

　
つ
た
。

（
2
）
　
前
掲
拙
稿
・
前
掲
書
・
七
九
頁
。

（
3
）
　
こ
の
「
頒
布
ヲ
允
ス
」
の
意
味
を
、
私
は
本
文
で
も
述
べ
た
ご
と
く
．
府
．

　
県
、
藩
へ
の
「
頒
布
」
で
あ
つ
た
と
理
解
す
る
（
同
説
．
石
井
良
助
「
明
治
文

　
化
史
・
法
制
編
」
二
一
七
六
頁
）
。
と
こ
ろ
が
、
「
人
民
」
に
　
「
頒
布
」
が
許
さ

　
れ
た
と
す
る
見
解
も
あ
る
　
（
例
え
ば
、
小
早
川
欣
吾
「
明
治
法
制
史
論
」
下

　
巻
・
九
八
七
頁
）
。
そ
れ
な
ら
ば
、
後
ち
に
本
文
で
述
べ
る
明
治
四
年
三
月
の

　
刑
部
雀
上
申
に
「
旧
臆
府
藩
県
庁
工
御
頒
布
相
成
候
処
右
刑
律
之
儀
ハ
普
ク
天

　
下
二
御
触
示
相
成
候
方
条
理
ト
奉
存
候
云
々
」
と
、
何
故
い
う
必
要
が
あ
つ
た

　
の
か
。
こ
の
点
の
説
明
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
．
さ
ら
に
、
明
治
六
年
一
月
八

　
目
、
京
都
府
知
事
長
谷
信
篤
、
参
事
楓
村
正
直
等
の
連
名
で
司
法
卿
江
藤
新
平

　
に
提
出
し
た
伺
の
一
節
に
「
庚
午
ノ
冬
新
律
綱
領
御
頒
布
ノ
節
人
民
ヘ
モ
布
告

　
可
致
儀
鰍
ト
相
考
御
問
合
ニ
モ
及
候
処
民
間
ヘ
ハ
不
使
知
之
御
趣
意
ト
承
候
．
一

　
付
掛
リ
官
員
ノ
外
ハ
之
ヲ
秘
シ
置
候
云
々
」
（
内
閣
文
庫
蔵
「
京
都
府
史
料
」

　
第
四
一
冊
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
新
律
綱
領
頒
布
早
々
の
頃
は
、
一
般
「
人

　
民
」
へ
は
公
布
ず
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
か
つ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
こ

　
の
重
大
な
基
本
方
針
が
、
わ
ず
か
三
ヵ
月
余
で
く
ず
れ
さ
つ
た
と
こ
ろ
に
、
は

　
げ
し
い
時
代
の
流
れ
を
感
ず
る
。

（
4
）
　
松
浦
栄
「
新
律
綱
領
制
定
前
の
明
治
刑
罰
法
」
犯
罪
学
雑
誌
第
七
巻
｝

　
号
・
七
九
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
五
六
五
）



新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

七
四

（
五
六
六
）

（
5
）
　
「
法
規
分
類
大
全
」
刑
法
門
口
・
刑
律
⇔
・
一
九
五
頁
。

（
6
）
　
各
国
公
使
宛
書
簡
の
草
稿
を
、
太
政
官
に
お
い
て
朱
書
で
訂
正
、

　
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
．
し
か
し
、
訂
正
前
の
原
文
は
わ
か
ら
な
い
。

（
7
）
　
「
憲
法
類
編
」
第
十
八
・
二
枚
表
．

（
8
×
9
）
　
前
掲
書
・
二
枚
裏
、
三
枚
表
。

（
10
）
　
註
5
に
同
じ
。

（
11
）
　
明
治
三
年
末
現
在
に
お
い
て
、

　
か
ら
（
宮
武
外
骨
「
府
藩
県
制
史
」
・
二
五
六
頁
）
．

　
す
く
な
く
と
も
五
百
部
以
上
に
達
し
た
と
推
定
さ
れ
る
．
な
お
、

　
版
木
の
彫
刻
は
、
当
時
著
名
な
彫
工
で
あ
つ
た
梅
村
翠
山
、

　
田
霞
山
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、

　
で
あ
る
（
木
村
嘉
次
「
創
別
木
村
嘉
平
と
其
門
下
」

　
七
号
附
録
・
一
八
頁
－
二
〇
頁
）
。

（
12
）
　
前
掲
憲
法
類
編
・
四
枚
裏
ー
五
枚
表
。

（
1
3
）
　
信
州
竜
岡
藩
が
、
廃
藩
置
県
の
際
、

　
「
新
律
綱
領
五
冊
」
と
あ
る
　
（
榎
本
半
重
「
大
給
亀
崖
公
伝
」
・

　
四
冊
は
特
別
に
願
出
て
下
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
の
ご
と
き
小
藩
で
も
五
冊
所
持
し
て
い
た
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、

　
の
頃
に
は
、

　
れ
な
い
。

（
14
）
　
前
掲
憲
法
類
編
・
五
枚
表
ー
六
枚
裏
。

（
妬
）
　
こ
の
「
更
正
」

　
ど
ん
な
点
を
改
訂
す
る
必
要
が
あ
つ
た
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

　
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
推
定
も
成
り
た
つ
。
当
初
、

　
偽
律
，
偽
造
宝
貨
の
条
は
．

　
入
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、

差
戻
し

三
府
四
十
三
県
と
二
百
五
十
六
藩
で
あ
る

　
　
　
　
　
最
初
の
版
本
の
印
刷
数
は
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
版
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
木
村
徳
太
郎
、
打

　
　
　
　
改
定
律
例
の
版
本
も
ま
た
同
じ

　
　
　
　
　
㈲
・
書
物
展
望
第
ニ
ニ
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
政
府
に
わ
た
し
た
引
継
書
目
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竜
岡
藩
（
一
万
六
千
石
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廃
藩
置
県

一
府
藩
県
一
部
宛
の
原
則
が
ほ
と
ん
ど
破
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知

の
意
味
は
、
版
本
を
改
訂
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
想
豫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
律
綱
領
の
詐

　
　
明
治
三
年
七
月
二
日
の
太
政
官
達
を
そ
の
ま
ま
編

　
　
　
　
　
　
　
そ
の
中
の
も
つ
と
も
重
い
法
定
刑
が

「
棄
」
で
あ
る
た
め
、
他
の
類
似
犯
罪
例
え
ば
太
政
官
印
の
偽
造
が
「
絞
」
（
詐

偽
律
、
偽
造
官
印
の
条
）
で
あ
る
こ
と
と
の
均
衡
が
取
れ
な
い
と
の
理
由
で
．

新
律
綱
領
頒
布
直
前
の
明
治
三
年
十
二
月
三
日
、
刑
部
省
は
そ
の
改
正
を
伺
出

た
．
こ
の
要
旨
は
、
「
臭
」
を
「
絞
」
に
改
め
る
こ
と
を
中
心
に
、
若
干
の
点

で
条
文
を
整
備
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
刑
部
省
も
通
貨
偽
造
の
条
が
政
策

的
要
請
に
も
と
づ
く
厳
刑
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
（
通
貨
偽
造
犯
が
比
較
的
多

く
且
つ
各
地
方
の
財
政
的
基
礎
を
ゆ
る
が
す
重
大
犯
罪
で
あ
る
の
に
鑑
み
．
前

掲
の
太
政
官
達
で
、
と
く
に
厳
刑
を
指
示
す
る
と
共
に
、
こ
の
犯
罪
に
限
り
死

刑
を
ふ
く
め
て
各
府
藩
県
の
即
決
処
断
を
み
と
め
て
い
た
）
、
も
し
も
改
正
が

で
き
な
け
れ
ば
「
宝
貨
偽
造
ノ
条
ハ
新
律
内
ヲ
白
空
シ
他
日
ヲ
待
テ
補
フ
モ
未

タ
晩
シ
ト
セ
サ
ル
ナ
リ
」
と
申
出
た
の
で
あ
る
。
太
政
官
は
「
新
律
内
ヲ
白
空

シ
他
日
補
正
候
様
被
仰
出
候
事
」
と
指
令
し
た
　
（
前
掲
分
類
大
全
・
刑
法
門

⇔
・
刑
律
e
・
一
二
四
頁
）
。
し
か
し
、
時
す
で
に
新
律
綱
領
の
版
本
は
完
成

し
て
い
た
の
で
、
こ
の
部
分
を
空
白
に
す
る
時
間
的
余
裕
が
な
く
、
原
本
の
ま

ま
の
版
本
が
頒
布
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
（
そ
の
条
を
空
白
に
す
る
旨
の
附
紙
は

さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
．
な
お
新
律
綱
領
に
規
定
が
な
け
れ
ば
、
明
治
三
年
七

月
二
日
の
太
政
官
達
が
そ
の
ま
ま
有
効
で
あ
り
、
ま
た
前
に
述
べ
た
ご
と
く
．

こ
の
達
の
内
容
が
新
律
綱
領
の
削
除
さ
れ
る
筈
の
偽
造
宝
貨
の
条
で
あ
つ
た
か

ら
、
そ
の
部
分
を
版
本
か
ら
削
除
し
な
く
て
も
、
別
に
実
害
は
な
い
）
。
後
ち

に
出
版
さ
れ
た
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
関
係
書
の
中
に
、
新
律
綱
領
偽
造
宝
貨

の
条
が
削
除
さ
れ
ず
に
原
形
の
ま
ま
残
つ
て
い
る
の
が
あ
る
の
は
（
例
え
ば
、

小
川
半
七
出
版
「
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
」
下
巻
二
九
五
枚
表
ー
一
九
六

枚
表
．
近
藤
圭
造
「
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
註
釈
」
巻
五
・
三
枚
表
ー
四
枚

裏
V
．
そ
れ
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
明
治
五
年
に
行
わ
れ
た
版
本
「
更

正
」
は
、
偽
造
宝
貨
の
条
を
、
版
木
か
ら
抹
消
す
る
作
業
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
後
ち
に
掲
載
す
る
司
法
省
官
版
「
新
律
綱
領
」
は
、
こ
の
部
分



　
が
黒
く
抹
削
し
て
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
明
治
六
年
一
月
京
都
府
伺
（
註
3
・
参
照
）
に
対
す
る
司
法
省
回
答
の
一

節
に
「
新
律
綱
領
モ
近
々
販
売
ノ
筈
二
候
事
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
は
販

　売さ

れ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
ろ
う
。

（
1
7
）
　
両
法
典
の
関
係
と
く
に
両
者
の
併
行
的
施
行
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
明
治
六
年
太
政
官
布
告
第
六
十
五
号
の
効
力
」
本
誌
第
三
七
巻
一
号
・
二
七

頁
以
下
参
照
。

○

e
　
新
律
綱
領
　
全
　
　
　
　
　
　
　
横
一
八
・
五
㎝
　
縦
二
六
・
九
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
一
五
四
枚
　
全
一
冊

　
表
紙
の
裏
に
司
法
省
の
印
章
が
捺
さ
れ
て
い
る
か
ら
．
明
治
四
年
七
月
、
司

法
省
創
設
以
後
の
出
版
本
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
新
律
綱
領
頒
布
当
初
の
版

（
1
）
本
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
．
新
律
綱
領
の
全
条
文
の
み
で
、
註
釈
は
附
さ

れ
て
い
な
い
。
司
法
省
の
捺
印
は
、
後
に
述
べ
る
ご
と
く
民
間
の
出
版
物
に
も

あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
官
版
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
本
書
に
は
奥
書
が
な
い

か
ら
官
版
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
明
治
六
年
一
月
以
降
、
民
間
に
も
官
版
「
新
律

綱
領
」
が
発
売
さ
れ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
こ
の
と
き
、
売
出
さ
れ
た
も
の

は
、
お
そ
ら
く
本
書
で
あ
ろ
う
。

⇔
　
改
定
律
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
一
八
㎝
　
縦
二
五
・
六
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
＝
…
二
枚
　
全
一
冊

　
表
紙
の
裏
に
司
法
省
の
印
章
が
捺
さ
れ
て
い
る
．
改
定
律
例
全
一
三
八
条
の

条
文
の
み
で
、
註
釈
は
附
さ
れ
て
い
な
い
．
こ
れ
も
ま
た
奥
書
が
な
い
か
ら
、

　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

官
版
で
あ
ろ
う
。
改
定
律
例
の
場
合
は
、
太
政
官
か
ら
司
法
省
に
「
上
木
」
の

指
令
が
で
た
の
が
、
明
治
六
年
三
月
九
日
で
あ
り
、
版
本
の
完
成
が
同
年
五
月

　
　
　
（
2
）

三
日
で
あ
る
。
本
書
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
版
本
で
あ
り
、
新
律
綱
領
の
場
合
と

同
様
に
、
一
般
に
も
販
売
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

㊧
繋
律
必
携
　
　
　
横
三
先
㎝
縦
天
・
四
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
ニ
ニ
三
枚
　
一
覧
社
蔵
版
　
川
澄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
枝
纂
　
近
藤
圭
造
閲
　
全
一
冊

　
本
書
は
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
禁
令
も
ふ
く
ん

だ
註
解
書
で
あ
る
が
、
全
体
の
約
半
分
が
両
法
典
の
註
釈
に
当
て
ら
れ
て
い

る
。
ま
ず
「
読
律
ノ
大
旨
」
の
節
で
、
律
の
全
般
的
な
説
明
を
行
な
い
、
「
字

義
」
の
節
で
、
主
要
な
る
律
の
用
語
の
解
説
を
施
し
、
「
訓
詰
」
の
節
で
は
、

新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
主
要
条
文
の
難
解
な
文
字
の
読
み
方
を
教
え
て
い

る
。
出
版
年
月
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
例
言
の
日
附
は
、
明
治
六
年
七
月

で
あ
る
．

㊨
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
　
全
　
　
横
一
四
・
九
㎝
　
縦
二
二
・
二
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
二
二
五
枚
　
小
川
半
七
出
版
　
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
治
六
年
七
月
刻
　
全
一
冊

㈲
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
　
　
　
　
横
一
二
．
七
㎝
　
縦
一
八
．
六
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
上
巻
六
三
枚
　
中
巻
八
一
枚
　
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
八
一
枚
　
小
川
半
七
出
版
　
明
治
六
年
七
月
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
三
冊

　
両
者
の
印
刷
の
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
前
者
は
】
冊
本
、
後
者
は
三
冊

本
で
且
つ
小
型
に
な
つ
て
い
る
点
が
ち
が
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
　
　
　
（
五
六
七
）



　
　
　
新
律
綱
領
．
改
定
律
例
註
釈
書

　
明
治
四
年
三
月
、
新
律
綱
領
を
民
間
で
印
刷
発
売
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
出
版
物
が
み
あ
た
ら
な
い
こ
と
は
、
前
に
述
べ

た
．
本
書
は
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
条
文
だ
け
を
合
本
に
し
て
印
刷
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
民
間
で
は
じ
め
て
編
集
発
売
さ
れ
た
刑
法
典
で
あ

ろ
う
。
表
紙
裏
に
司
法
省
の
印
章
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
本
書
の
発
売
と
関
連
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〉

る
と
思
わ
れ
る
次
の
よ
う
な
司
法
省
の
布
達
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
六
年
八
月
二
十
五
日

　
　
　
司
法
省
布
達
　
第
百
三
十
七
号

　
先
般
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
上
梓
販
売
願
出
候
二
付
差
許
候
処
其
書
中
文

　
字
誤
脱
之
ケ
所
有
之
候
二
付
更
二
校
訂
申
付
候
間
右
校
訂
相
済
候
迄
罪
ヲ
断

　
ス
ル
必
ス
官
降
之
律
書
二
拠
リ
処
断
可
致
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
治
六
年
十
月
八
日

　
　
　
司
法
省
布
達
　
第
百
六
十
号

　
先
般
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
書
中
誤
脱
云
々
之
儀
当
省
第
百
三
十
七
号
ヲ

　
以
テ
相
達
置
候
処
追
々
校
訂
相
済
販
売
差
許
候
条
為
心
得
更
二
此
旨
相
達
候

　
事「
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
」
と
い
う
著
作
は
、
他
に
同
名
の
も
の
が
み
あ
た

ら
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
．
小
川
半
七
出
版
の
本
書
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
る

と
、
本
書
の
実
際
の
発
売
は
、
六
年
十
月
以
降
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

㈹
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
対
比
合
巻
　
　
横
一
二
・
七
㎝
　
縦
一
八
・
六
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
一
巻
六
九
枚
　
二
巻
三
九
枚
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
五
五
枚
　
四
巻
四
八
枚
　
五
巻
四
三
枚
　
小
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
七
　
北
畠
茂
兵
衛
　
坂
上
半
七
出
版
　
明
治
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
五
月
再
刻
　
全
五
冊

　
前
二
者
の
再
版
で
あ
る
。
改
定
律
例
は
そ
の
施
行
後
、
逐
次
改
正
さ
れ
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
五
六
八
）

あ
つ
た
か
ら
、
明
治
七
年
五
月
に
両
法
典
の
原
文
の
ま
ま
だ
け
を
の
せ
て
い
る

本
書
は
、
実
際
に
は
余
り
役
に
立
た
な
い
。

㈱
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
対
比
合
刻
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
　
縦
二
三
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
二
〇
三
枚
　
紀
元
二
五
三
三
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
月
発
行

　
こ
れ
は
、
上
段
に
新
律
綱
領
、
下
段
に
改
定
律
例
の
条
文
だ
け
を
掲
載
し
た

も
の
で
あ
る
。
巻
首
に
司
法
省
の
捺
印
が
あ
り
、
巻
尾
に
は
「
売
弘
所
　
畏
三

堂
須
原
鉄
二
」
と
の
み
あ
り
、
出
版
人
の
記
載
は
な
い
。
官
版
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

の
囎
讐
翻
酸
鑛
　
　
　
横
一
五
㎝
縦
…
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
二
二
五
枚

　
紛
の
巻
尾
に
、
明
治
六
年
六
月
か
ら
十
年
十
一
月
ま
で
の
改
正
法
令
を
紙
数

二
十
二
枚
に
収
め
て
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
版
年
月
、
出
版
人
の
記
載
は

な
い
。
紛
が
官
版
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
官
版
で
あ
ろ
う
。

　
　
増
補
新
律
綱
領
改
定
律
例
改
正
条

σo

　
例
対
比
合
刻
　
附
律
例
懲
戒
条
例
　
横
二
一
．
五
㎝
　
縦
一
八
．
五
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
一
七
〇
枚
と
三
九
頁
　
江
島
喜
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衛
出
版
　
伊
藤
孫
一
郎
編
　
明
治
十
三
年
六
月
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
版
　
全
一
冊

　
両
法
典
の
条
文
だ
け
を
掲
載
し
た
も
の
に
、
明
治
六
年
六
月
以
降
十
年
三
月

ま
で
の
改
正
法
令
を
二
八
頁
に
収
め
て
増
補
し
、
且
つ
附
録
と
し
て
誘
諺
律

（
明
治
八
年
）
そ
の
他
若
干
の
単
行
の
刑
事
法
を
載
せ
て
い
る
。
本
書
の
前
に
．

前
述
の
増
補
部
分
と
附
録
と
を
の
ぞ
い
た
も
の
が
出
版
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
が
、
私
は
ま
だ
そ
う
し
た
も
の
を
み
る
機
会
を
も
た
な
い
。



⑥
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
合
巻
註
釈
　
　
横
一
五
・
三
㎝
　
縦
二
三
・
二
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
一
巻
九
三
枚
　
二
巻
七
二
枚
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
八
三
枚
　
四
巻
六
九
枚
　
五
巻
六
一
枚
　
小
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
半
七
蔵
版
　
近
藤
圭
造
訓
註
　
明
治
七
年
四
月
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
五
冊

　
両
法
典
の
全
条
文
を
掲
げ
、
主
要
な
る
箇
所
に
括
弧
を
附
し
て
簡
単
な
註
解

を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
全
般
的
な
註
釈
書
の
嗜
矢
で
あ
ろ
う
。
本
書
編
纂
の
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

来
を
「
近
藤
瓶
城
翁
伝
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
明
治
七
年
畏
誰
」
れ
よ
り
先
、
先
考
（
叢
圭
造
を
指
す
1
手
塚

　
註
）
司
法
省
の
嘱
託
を
う
け
、
新
律
綱
領
改
定
律
令
の
註
釈
を
も
の
せ
ら
れ

　
し
が
、
こ
の
年
四
月
に
至
り
て
刊
本
成
れ
り
。
司
法
省
こ
れ
を
検
定
し
、
毎

　
部
巻
首
に
省
印
を
捺
し
て
印
信
と
し
、
特
に
部
下
に
令
し
て
こ
れ
に
拠
り
て

　
擬
律
せ
し
め
ら
れ
き
。
そ
の
時
の
達
文
に
、

　
　
　
　
明
治
七
年
七
月
十
四
日
司
法
省
第
十
七
号
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
各
府
県

　
　
　
近
来
律
令
註
釈
或
諸
表
等
往
々
上
梓
相
成
候
処
当
省
印
信
無
之
者
に
拠

　
　
り
擬
律
致
し
自
然
不
都
合
を
生
し
候
て
は
不
相
成
候
に
付
兼
而
此
段
相
心

　
　
得
可
申
候
条
此
旨
相
達
置
候
事

　
司
法
省
の
印
章
は
、
本
書
だ
け
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
．
最
初
の
註
釈
書

と
し
て
、
実
際
司
法
界
で
も
重
宝
さ
れ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
近
藤
圭
造
は
旧
岡
崎
藩
士
、
維
新
後
、
各
種
の
著
作
に
従
事
し
、
と
く

に
史
籍
集
覧
四
百
数
十
冊
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ
る
人
で
あ
る
。

　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

⇔
　
改
定
律
増
加
条
例
註
釈
　
全
　
　
　
横
扁
五
・
三
㎝
　
縦
二
三
・
二
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
一
九
枚
　
小
川
半
七
　
北
畠
茂
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
衛
　
坂
上
半
七
出
版
　
近
藤
圭
造
訓
註
　
明
治
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
一
月
刻
　
全
一
冊

　
前
著
出
版
後
の
改
正
法
令
す
な
わ
ち
明
治
六
年
六
月
の
偽
造
宝
貨
条
例
か
ら

明
治
七
年
十
一
月
の
官
吏
犯
公
罪
条
例
ま
で
の
二
十
四
の
太
政
官
布
告
を
収

録
、
訓
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
司
法
省
の
捺
印
は
な
い
。

㊧
　
皇
朝
律
例
彙
纂

㊧
　
皇
朝
律
例
彙
纂

　
両
者
共
に
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
り
、

一
冊
本
と
．
装
偵
と
冊
数
が
ち
が
う
だ
け
で
あ
る
。

わ
し
た
近
藤
圭
造
が
、
さ
ら
に
精
細
な
註
釈
書
を
め
ざ
し
て
編
纂
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
本
書
は
、
両
法
典
の
条
文
と
そ
の
改
正
法
令
を
集
録
、
ほ
と
ん
ど

各
条
に
わ
た
っ
て
字
句
の
み
な
ら
ず
、
条
項
全
体
の
解
釈
を
ほ
ど
こ
し
、
且
つ

各
府
県
ま
た
は
裁
判
所
伺
、
司
法
省
指
令
の
類
を
か
な
り
克
明
に
ひ
ろ
い
あ
げ

て
関
係
条
項
の
理
解
の
便
を
計
つ
て
い
る
。
ま
た
．
懲
役
の
条
の
説
明
の
ご
と

き
は
、
明
治
五
年
監
獄
則
の
主
要
条
文
を
掲
げ
て
、
そ
の
内
容
の
解
明
に
当
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
　
　
　
（
五
六
九
）

　
　
　
　
　
　
横
一
五
・
三
㎝
縦
二
三
㎝

和
装
木
版
本
　
一
巻
一
一
四
枚
　
二
巻
九
五
枚

三
巻
九
六
枚
　
四
巻
七
二
枚
　
五
巻
六
〇
枚
　
六

巻
八
八
枚
　
阪
上
半
七
出
版
　
近
藤
圭
造
編
　
明

治
九
年
二
月
免
許
　
全
六
冊

　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
縦
二
一
・
二
㎝

洋
装
木
版
本
　
五
二
五
枚
　
阪
上
半
七
出
版
　
近

藤
圭
造
編
　
明
治
九
年
二
月
免
許
　
全
一
冊

　
　
　
　
前
者
は
和
装
六
冊
本
、
後
者
は
洋
装

　
　
　
　
　
　
　
　
先
き
に
⑥
お
よ
び
⇔
を
著



　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

て
い
る
の
で
、
単
に
改
定
律
例
の
条
文
か
ら
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
懲
役
刑
の

実
体
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
正
に
類
書
中
の
白
眉
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

㊨
　
増
補
皇
朝
律
例
彙
纂
　
　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
　
縦
二
一
・
二
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
木
版
本
　
五
三
七
枚
　
阪
上
半
七
出
版
　
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
圭
造
編
　
明
治
十
年
十
二
月
版
　
全
一
冊

「
増
補
」
は
増
補
版
の
意
味
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
⑬
の
末
尾
に
、
明
治
九
年

四
月
以
降
の
改
正
法
令
を
収
め
た
紙
数
十
二
枚
を
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

㊧
　
律
例
要
条
　
全
　
　
　
　
　
　
　
　
横
一
二
・
九
㎝
　
縦
一
八
・
六
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
一
一
七
枚
　
有
隣
堂
版
　
尾
崎
班

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
象
　
横
田
国
臣
編
　
明
治
七
年
五
月
刊
　
全
一
冊

　
埼
玉
県
権
令
白
根
多
助
、
同
県
権
参
事
岸
良
俊
介
連
名
の
「
諭
言
」
に
よ
る

と
「
新
律
綱
領
改
定
律
例
よ
り
要
条
を
編
選
し
訓
釈
を
加
へ
た
れ
は
管
内
の
者

生
業
の
暇
に
は
必
す
熟
読
し
謹
て
罪
に
陥
る
勿
れ
」
と
あ
る
。
主
と
し
て
埼
玉

県
管
内
で
販
売
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
、
主
要
な
る
条
文
を
普

通
の
文
に
書
き
改
め
、
仮
名
を
ふ
り
．
ま
た
難
解
な
言
葉
に
は
傍
訳
を
附
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
る
。
編
者
の
横
田
国
臣
は
、
当
時
、
埼
玉
県
権
少
属
（
後
ち
の
大
審
院
長
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
り
、
尾
崎
班
象
は
同
県
大
属
尾
崎
半
蔵
と
思
わ
れ
る
が
確
か
で
な
い
。
巻
首

に
埼
玉
県
の
印
が
あ
る
。

的
　
新
律
附
例
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
　
縦
二
二
・
七
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
活
字
本
　
一
巻
八
二
枚
　
二
巻
五
六
枚
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
五
九
枚
　
四
巻
六
〇
枚
　
五
巻
三
九
枚
　
六
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
枚
　
太
田
金
右
衛
門
出
版
　
萩
原
裕
監
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
五
七
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
秀
好
編
　
明
治
八
年
三
月
版
　
全
六
冊

　
本
書
は
下
段
に
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
条
文
を
掲
げ
、
上
段
に
各
府
県
、

裁
判
所
の
伺
、
司
法
省
指
令
の
類
を
の
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
法
典
の
改
正

法
令
の
収
録
は
か
な
り
杜
撰
で
あ
り
、
と
く
に
改
定
律
例
の
改
正
法
令
は
ほ
と

ん
ど
ぬ
け
て
い
る
の
で
、
明
治
八
年
三
月
出
版
当
時
の
現
行
法
が
正
確
に
は
っ

か
め
な
い
。
ま
た
、
獄
具
図
の
図
形
が
全
く
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

図
形
印
刷
の
煩
を
さ
け
た
も
の
と
思
わ
れ
、
窪
に
安
易
な
編
集
で
あ
る
。

㈲
　
新
律
附
例
解
補
正

㈲
　
新
律
附
例
解
補
正

　
こ
の
両
者
の
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
り
、

で
且
つ
紙
質
が
薄
紙
と
な
つ
て
い
る
．

　
い
ず
れ
も
的
の
増
補
再
版
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
改
定
律
例
の
改
正
法
令
を
収

め
、
ま
た
伺
、
指
令
の
類
も
あ
た
ら
し
い
も
の
に
、
多
少
入
れ
更
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
初
版
の
岡
千
初
後
序
と
萩
原
裕
賊
が
、
巻
頭
に
入
つ
て
序
に
な
り
、

文
章
に
も
僅
少
の
相
違
が
あ
る
。

㊨
　
新
律
附
例
解
補
正
　
　
　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
　
縦
二
二
・
六
㎝

　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
　
縦
二
二
・
七
㎝

和
装
活
字
本
　
一
巻
八
九
枚
　
二
巻
五
六
枚
　
三

巻
五
八
枚
　
四
巻
六
〇
枚
　
五
巻
三
九
枚
　
六
巻

四
二
枚
　
小
田
善
右
衛
門
出
版
　
萩
原
裕
監
定

高
橋
秀
好
編
　
明
治
九
年
四
月
版
　
全
六
冊

　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
縦
二
二
・
六
㎝

和
装
活
字
本
　
三
四
四
枚
　
小
田
善
右
衛
門
出
版

萩
原
裕
監
定
　
高
橋
秀
好
編
　
明
治
九
年
四
月
版

全
一
冊

　
　
　
　
　
前
者
が
六
冊
本
、
後
者
は
一
冊
本



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
活
字
本
　
各
巻
の
枚
数
㈲
に
同
じ
　
川
井
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
出
版
　
萩
原
裕
監
定
　
高
橋
秀
好
編
　
明
治
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
十
月
改
正
版
　
全
六
冊

　
こ
れ
は
㈲
の
再
改
正
版
で
あ
る
。
し
か
し
増
補
さ
れ
た
部
分
は
ぎ
わ
め
て
些

少
で
あ
る
。
な
お
、
編
者
高
橋
秀
好
は
、
明
治
十
、
十
一
年
の
頃
、
修
史
館
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

等
掌
記
の
職
に
在
つ
た
人
で
あ
る
。

㊨
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
字
引
　
完
　
　
横
一
二
・
九
㎝
　
縦
一
八
・
七
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
活
字
本
　
三
三
枚
　
柳
原
喜
兵
衛
出
版
　
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
亀
松
編
　
明
治
九
年
二
月
版
　
全
一
冊

　
本
書
は
、
そ
の
凡
例
に
よ
る
と
「
此
書
ハ
新
律
綱
領
改
定
律
例
ノ
熟
語
難
字

ヲ
摘
集
シ
方
言
ヲ
以
テ
俗
訳
ヲ
施
シ
読
律
ノ
｝
端
二
供
ス
」
と
あ
る
。
新
律
綱

領
、
改
定
律
例
の
編
別
を
追
っ
て
難
解
な
言
葉
の
解
説
だ
け
を
行
つ
て
い
る
。

例
え
ば
「
照
罪
」
は
「
カ
ネ
ニ
テ
ッ
、
・
・
ヲ
ア
ガ
ナ
フ
」
、
「
閏
刑
」
は
「
シ
ゾ
ク

ノ
ツ
ミ
ヲ
サ
バ
ク
オ
キ
テ
」
、
「
有
心
故
造
」
は
「
コ
・
ロ
ヘ
テ
ヰ
テ
ワ
ザ
ト
ツ

ミ
ヲ
ス
ル
」
の
類
で
あ
る
．
こ
う
し
た
字
引
は
、
他
に
類
書
が
な
い
よ
う
で
あ

る
。θ
律
例
権
衡
便
覧
　
　
　
　
　
　
　
横
一
五
㎝
縦
二
二
・
五
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
装
木
版
本
　
一
巻
六
一
枚
　
二
巻
五
四
枚
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巻
六
二
枚
　
四
巻
六
二
枚
　
五
巻
八
○
枚
　
法
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
局
蔵
版
　
村
田
保
編
　
明
治
九
年
三
月
版
　
全
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冊

　
法
制
局
で
編
纂
さ
れ
た
官
版
本
で
あ
る
。
本
書
は
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
中
、

本
書
編
纂
当
時
に
お
い
て
現
行
法
で
あ
つ
た
条
項
だ
け
を
ぬ
き
だ
し
て
分
解
、

　
　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

法
定
刑
の
軽
重
の
種
類
別
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
懲
役
（
十
日

か
ら
百
日
ま
で
十
段
階
、
一
年
か
ら
十
年
ま
で
八
段
階
、
終
身
）
十
九
種
と
死
刑

（
絞
と
斬
）
二
種
の
項
目
に
、
各
条
項
を
列
挙
し
て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
り
、
例
え

ば
懲
役
百
日
に
は
、
ど
ん
な
犯
罪
が
該
当
す
る
か
が
わ
か
る
。
編
者
村
田
保

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
後
ち
の
元
老
院
議
官
、
貴
族
院
議
員
で
、
新
律
綱
領
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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編
纂
に
も
直
接
関
与
し
た
一
人
で
あ
り
、
当
時
、
三
等
法
制
官
と
し
て
法
制
局

に
在
職
し
て
い
た
。

㊧
　
新
律
問
答
　
附
監
獄
問
答
　
　
　
　
　
　
横
一
二
・
二
㎝
　
縦
一
八
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
二
七
八
頁
　
別
所
平
七
出
版
　
青

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
浩
蔵
著
　
明
治
九
年
六
月
版
　
全
叫
冊

　
そ
の
凡
例
に
「
新
律
綱
領
改
定
律
例
二
依
リ
已
廃
ノ
条
ヲ
削
り
現
行
ノ
律
ヲ

挙
ゲ
毎
条
問
題
ヲ
設
ケ
其
解
シ
難
キ
者
ハ
労
訓
二
訳
語
ヲ
施
シ
以
テ
其
意
ヲ
通

暁
ス
」
と
あ
る
ご
と
く
、
主
要
な
る
条
項
を
問
答
態
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、

　
　
　
ホ
！
セ
キ

　
　
　
本
籍
ヲ
脱
シ
テ
逃
亡
ス
ル
者
ハ
如
何

　
　
　
ユ
ノ
ベ
ソ
ノ
ア
ル
ト
コ
ロ

　
　
　
懲
役
八
十
日
華
士
族
ハ
一
等
ヲ
加
フ

　
　
　
ダ
ノ
セ
キ
ト
ウ
ボ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ク
ギ

　
　
　
脱
籍
逃
亡
シ
テ
ニ
年
以
外
復
帰
セ
ザ
ル
者
ハ
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ワ
ダ
！
　
　
　
　
　
タ
チ
カ
ヘ
リ
ハ
　
レ
ノ
チ
　
2
1

　
　
　
本
律
二
依
リ
科
断
シ
華
士
族
ハ
破
廉
恥
甚
ヲ
以
テ
論
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
サ
バ
ギ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ナ
ハ
ダ
ミ
サ
＋
ヲ
ヤ
ブ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
二
一
〇
枚
　
京
都
　
田
中
治
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
　
　
　
（
五
七
一
）

　
問
　
答
　
問

　
答
　
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
右
側
の
仮
名
は
労
訓
、
左
側
の

そ
れ
は
語
訳
で
あ
る
。
附
録
の
監
獄
間
答
は
、
明
治
五
年
監
獄
則
の
主
要
条
項

を
、
同
じ
よ
う
な
間
答
態
で
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

㊧
徽
籍
欝
餓
　
　
横
≡
・
五
翼
天
二
一
㎝



　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出
版
　
松
井
直
誠
編
　
明
治
十
年
十
月
版
　
全
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冊

　
両
法
典
の
条
文
と
そ
の
改
正
法
令
を
掲
げ
、
す
べ
て
の
漢
字
に
仮
名
を
ふ
り
、

ま
た
難
解
な
字
旬
に
仮
名
で
簡
単
な
訳
註
を
ふ
し
た
も
の
で
あ
る
。
巻
首
に

「
両
仮
名
附
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
な
お
．
「
改
正
増
補
」

と
あ
る
の
は
．
本
書
が
増
補
再
版
と
い
う
の
で
は
な
く
、
両
法
典
と
そ
の
「
改

正
増
補
」
法
令
を
ふ
く
む
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

筒
　
新
律
綱
領
改
定
律
例
増
加
合
本
　
　
　
横
二
・
六
㎝
　
縦
一
六
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
四
八
二
頁
　
内
田
弥
兵
衛
出
版

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
胤
紹
編
　
明
治
十
年
十
二
月
出
版
　
全
一
冊

　
両
法
典
と
そ
の
改
正
法
令
を
掲
げ
、
欄
外
に
、
．
主
要
条
文
の
註
解
、
府
県
伺

と
司
法
省
指
令
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
、
清
律
、
司
法
省
布
達
な
ど
を
掲
載
し
て
い

る
。
註
解
を
附
し
て
い
る
個
所
は
割
合
に
す
く
な
く
、
ま
た
そ
の
註
解
は
か
な

ら
ず
し
も
詳
し
い
も
の
で
は
な
い
。
類
書
の
中
で
は
、
粗
略
な
も
の
で
あ
る
。

㊨
雛
鵯
鍵
識
鰹
条
　
横
八
・
三
㎝
縦
三
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
一
五
五
枚
青
木
輔
清
出
版
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
井
乙
熊
註
解
　
青
木
輔
清
校
正
　
明
治
十
一
年
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
刊
　
全
一
冊

　
両
法
典
と
そ
の
改
正
法
令
を
集
録
、
難
解
な
語
句
に
労
訓
と
解
釈
を
附
し
．

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
各
府
県
伺
、
裁
判
所
伺
そ
れ
に
対
す
る
司
法
省
の
指
令
を

掲
げ
て
い
る
が
、
小
型
本
の
こ
と
と
て
、
全
体
的
に
は
簡
略
で
あ
る
。
附
録
に

議
誘
律
そ
の
他
若
干
の
法
令
を
収
め
て
い
る
。
巻
首
に
、
司
法
省
議
法
局
の
検

印
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○
　
　
　
（
五
七
二
）

鵠
　
大
日
本
律
例
註
疏
　
　
　
　
　
　
　
　
横
一
三
㎝
　
縦
一
九
・
二
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
三
八
六
頁
　
須
原
量
坪
出
版
　
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
光
之
助
著
　
明
治
十
一
年
十
月
版
　
同
十
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
再
版
　
全
一
冊

　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
全
条
文
に
、
改
定
律
例
施
行
後
の
改
正
法
を
掲
げ
、

主
要
な
る
個
所
に
割
註
を
以
て
解
説
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
司
法
省

達
も
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
解
説
は
「
凡
人
ノ
服
用
飲
食
ノ

物
ヲ
屏
去
シ
嚢
蕪
鰐
磐
諺
短
鵬
ノ
鳶
舗
領
）
と
い
う
が
ご
と

き
程
度
で
、
一
般
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
詳
し
く
な
い
が
、
主
要
な
る
条
文
で

難
解
な
個
所
に
は
、
か
な
り
克
明
な
割
註
を
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（
例

え
ば
新
律
綱
領
名
例
律
二
罪
倶
発
以
重
論
の
条
）
。
ま
た
、
「
清
律
註
二
見
ユ
」
と

、

　
「
清
律
二
謂
フ
」
と
い
う
註
記
が
多
少
あ
る
の
が
め
だ
つ
。

　
　
新
律
綱
領
改
定
律
例

　
　
改
正
条
例
沿
革
摘
要
　
　
　
　
　
　
　
横
一
二
．
五
㎝
　
縦
一
八
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
二
七
八
頁
　
須
原
鉄
二
出
版
　
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
視
局
蔵
版
　
明
治
十
二
年
五
月
版
　
全
一
冊

　
こ
れ
は
、
き
わ
め
て
特
色
の
あ
る
著
作
で
あ
る
。
そ
の
例
言
は
、
本
書
の
内

力㊨容
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
一
　
此
書
ハ
刑
律
ノ
沿
革
ト
律
令
交
渉
ノ
告
達
ト
ヲ
輯
録
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

　
　
テ
刑
律
ハ
明
治
六
年
改
定
律
下
達
以
降
変
更
ア
ル
モ
ノ
ヲ
摘
載
シ
告
達
ハ

　
　
明
治
三
年
新
律
頒
布
以
后
発
令
ノ
分
ヲ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ

　
一
　
巻
中
朱
字
ヲ
以
テ
登
録
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
現
今
廃
棄
二
属
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ

　
　
テ
墨
字
ヲ
以
テ
記
列
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
当
今
施
行
ノ
モ
ノ
ナ
リ

　
一
　
参
考
ト
標
示
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
律
令
関
渉
ノ
告
達
ナ
リ



　
輔
　
明
治
六
年
改
定
律
例
頒
行
ノ
時
ヨ
リ
方
今
二
至
ル
迄
変
更
ナ
キ
条
件
ハ

　
　
是
ヲ
省
キ
テ
掲
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
宜
シ
ク
原
書
ト
対
照
シ
テ
以
テ
其
沿
革
ヲ

　
　
知
ル
ノ
要
二
供
ス
ル
ノ
、
・
・

　
こ
れ
に
よ
つ
て
わ
か
る
ご
と
く
、
改
定
律
例
発
布
後
改
正
さ
れ
た
新
律
綱

領
、
改
定
律
例
の
条
項
を
ぬ
き
だ
し
、
改
正
前
の
条
項
は
赤
字
、
改
正
後
の
条

項
を
黒
字
で
示
し
て
い
る
。
再
改
正
さ
れ
た
も
の
は
、
現
行
条
項
だ
け
を
黒
字

で
示
し
、
以
前
の
失
効
し
た
も
の
は
す
べ
て
赤
字
で
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
書
だ
け
み
た
、
の
で
は
、
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
の
全
貌
は
わ
か
ら
な
い

が
、
両
法
典
と
本
書
と
を
対
照
し
て
み
る
と
、
何
が
現
行
法
か
は
一
目
瞭
然
で

あ
り
、
ま
た
改
正
さ
れ
た
部
分
の
沿
革
が
よ
く
わ
か
る
。
新
律
綱
領
、
改
定
律

例
共
に
「
律
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
改
正
方
法
は
、
現
行
法
の
ご
と
く
「
と
け

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

こ
み
」
方
式
で
は
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
何
が
現
行
法
か

は
き
わ
め
て
わ
か
り
に
く
い
。
本
書
編
纂
の
企
図
は
、
そ
う
し
た
不
便
を
取
り

の
ぞ
く
た
め
で
あ
つ
た
ろ
う
。
お
そ
ら
く
警
視
局
部
内
に
お
け
る
執
務
上
の
参

考
書
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
利
用
者
に
は
大
き
な
便
宜
を
あ
た
え
た
に
ち

が
い
な
い
。

　
　
増
補
比
附
援
引
新
律
綱
領
改

肉　
　
定
律
例
改
正
定
例
註
釈
合
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志
賀
二
郎
編

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
版
　
全
一
冊

　
下
段
に
両
法
典
と
そ
の
改
正
法
令
、

裁
判
所
伺
と
司
法
省
指
令
を
掲
げ
て
い
る
。

伺
、
指
令
は
、

　
　
　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

横
九
・
八
㎝
　
縦
コ
一
丁
八
㎝

五
九
七
頁
　
内
田
弥
兵
衛
出
版

近
藤
圭
造
校
　
明
治
十
二
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
段
に
字
句
の
註
釈
．
上
段
に
各
府
県
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
註
釈
は
比
較
的
簡
単
で
あ
る
が
、

出
版
当
時
の
最
新
の
も
の
を
多
く
載
せ
て
い
る
の
が
め
だ
つ
。

巻
末
に
は
、
検
事
職
制
章
程
（
明
治
八
年
V
、
保
釈
条
例
（
明
治
十
年
γ
だ
、
の
他

若
干
の
関
係
法
令
と
、
そ
れ
に
関
す
る
伺
、
指
令
を
集
録
、
ま
た
、
重
要
な
る

犯
罪
の
刑
種
別
一
覧
表
が
つ
い
て
い
る
。
小
型
本
な
が
ら
、
か
な
り
整
備
さ
れ

た
註
釈
本
と
い
え
よ
う
。

㈲
舗
譲
雛
鐙
　
　
　
横
≡
㎝
縦
不
八
㎝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
装
活
字
本
　
二
三
八
頁
　
報
告
社
刊
　
大
野
尭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
編
　
明
治
十
二
年
九
月
刊
　
全
一
冊

　
当
時
、
私
版
法
令
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
「
官
令
新
誌
」
第
六
号
の
附

録
で
あ
る
。
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
と
そ
の
改
正
法
令
を
掲
げ
、
欄
外
に
、
字

句
の
註
釈
を
載
せ
て
い
る
。
例
え
ぽ
　
「
腫
起
　
ハ
レ
ア
ガ
ル
」
「
昏
絶
　
気
ヲ

ト
リ
失
フ
」
の
類
で
、
初
歩
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
増
補
」
の
意
味
は
、
こ
れ

も
ま
た
両
法
典
の
「
増
補
」
法
令
を
ふ
く
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）
　
最
初
の
頒
布
本
と
思
わ
れ
る
版
本
を
、
私
は
ま
だ
み
る
機
会
を
も
た
な
い
。

（
2
）
　
拙
稿
「
校
正
律
例
に
つ
い
て
」
・
前
掲
拙
著
・
八
三
頁
．

（
3
）
　
「
第
二
憲
法
類
編
」
第
十
七
冊
・
二
枚
表
裏
．

（
4
）
　
近
藤
圭
造
「
近
藤
瓶
城
翁
伝
」
（
大
正
四
年
）
・
二
六
枚
裏
ー
二
七
枚
表
。

　
著
者
は
同
名
の
嗣
子
で
あ
る
．

（
5
）
　
明
治
七
年
六
月
「
官
員
録
」
・
一
二
七
枚
裏
．

（
6
）
　
前
掲
書
・
一
二
七
枚
表
．

（
7
）
　
明
治
十
年
五
月
「
官
員
録
」
・
六
枚
裏
、
明
治
十
一
年
六
月
「
官
員
録
」
・

　
六
枚
裏
．

（
8
）
　
「
村
田
水
産
翁
伝
」
・
一
二
頁
。

（
9
）
　
新
律
綱
領
の
追
加
、
改
正
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
太
政
官
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
　
　
（
五
七
三
）



　
　
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
註
釈
書

告
第
六
十
五
号
の
効
力
・
本
誌
第
三
七
巻
一
号
・
八
頁
以
下
参
照
。

の
場
合
も
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

改
定
律
例

八
二

（
五
七
四
）

○

　
以
上
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
私
が
直
接
に
披
見
し
た
も
の
の
み
で
あ

る
。
新
律
綱
領
、
改
定
律
例
関
係
の
註
釈
書
は
、
こ
れ
以
外
に
も
な
お
多
く
の

著
作
が
出
版
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
宮
城
県
の
郷
土
史
家
山
田
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

理
夫
氏
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
新
律
綱
領
問
答
」
（
角
田
県
編
）
の
ご
と
き
．
私

の
未
見
の
も
の
で
あ
る
。
将
来
、
な
お
一
層
ひ
ろ
く
渉
猟
し
て
、
よ
り
充
実
し

た
書
目
の
作
成
を
遂
げ
た
い
と
思
つ
て
い
る
。
大
方
の
御
支
援
と
御
教
示
を
乞

う
次
第
で
あ
る
。

　
（
1
）
山
田
野
理
夫
「
宮
城
刑
務
所
設
置
事
情
史
」
（
昭
和
三
十
年
）
・
四
頁
。
角

　
　
田
県
は
明
治
四
年
十
一
月
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
編
纂
書
で

　
　
あ
ろ
う
。


